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● 屋外環境整備事業　その９

自走式駐車場認定工法メーカーの選定
　自走式立体駐車場は当時、「型式適合認定品」と「大臣認

定工法」に区分しており、いずれも耐火性能や消防設備

の免除などの「防災認定」と、標準構造計算により構造設

計を簡略化する「構造認定」を取得している。

　形状などの自由度は「大臣認定工法」が髙かった。

　各種手続きの簡略化と耐火被覆の免除や消火設備の設

置免除を受けられ、工事費の低減と工期短縮を主眼に作

られた形式の建物である。

　２００５年当時、認定メーカーは鉄鋼会社の建築部門や

車両メーカーなど国内に約３５社あった。

　管理組合は見積参加希望業者を公募した。

　指名条件は地下の掘削の施工実績があり、自走式立体

駐車場の認定工法で、一団地認定や消防との事前協議を

踏まえた実施設計や確認申請が実施できると判断される

施工会社とした。

　ゼネコン、認定工法メーカーの合計７社の応募を受け

て、基本設計図を渡し、提案コンペ方式の見積模提出を

依頼した。

　日影規制や一団地変更申請等に適合した基本設計図面

を元に、各社の提案を受けた結果、７社中６社が鉄骨造

の認定工法を、１社がプレストレストコンクリート造の

認定工法の提案をした。

　見積金額、工期、工法（柱位置や柱量、階段位置、地

階天井、杭と基礎形式）、山留工法、構内通路と仮設計

画と安全対策等を比較検討した。

　見積金額は実施設計・確認申請料込で、約４．５億円～

６億円であった。

　ゼネコン２社、認定工法メーカー１社から計２回のプ

レゼンテーションと面談を行い「ＪＦＥ工建」に決定した。

　プレキャスト・コンクリート造の提案は、柱のスパン

が大きく柱の本数が少なく、鉄骨造に比べ内部空間に自

由度があり、鉄骨構造の提案が並ぶ中で、魅力的な提案

であったが、見積金額が最も高く、また日影規制に抵触

する可能性があった為、不採用となった。

　着工に先立ち管理組合は３００台程の仮設駐車場用地

を港北ニュータウンで探し借用した。マイクロバスを

チャターし、毎日、団地と仮設駐車場の間を運行させ、

組合員を運んだ。

　この事業は組合員の合意形成が欠かせない。

　数名の駐車場専門委員を中心に達成された。

　「駐車場専門委員会ニュース」の発行と居住者説明会や

アンケート調査などにより、全区分所有者の合意を得て

事業を推進した。

　「駐車場専門委員会ニュース」は毎月１～３回発行さ

れ、紙面づくりは委員会の広報担当者が行った。

　以下の内容などで紙面は構成された。

・機械式駐車装置に更新した場合のメンテナンス計画と

機械部品の耐久性や長期的修繕計画。

・連続傾床形式についての解説と時計回りと反時計回り

の特徴、長所、短所などの解説。

・日影規制についての解説と駐車場用地の制限。

・「緑地保存等に関する協定」の解説と交渉経過。

・アンケート結果の報告と丁寧な質疑回答、解説。

・施工会社の選定経過と工事期間、請負金額。

・仮設駐車場探しと駐車場送迎バスの時刻表。

　広報のコンセプトは明確で、「各戸１台の駐車場を、居

住者の一時負担金なしで行う」事であった。

　私は多摩ニュータウン永山団地や笠幡団地で駐車場増

設のお手伝いをした。これ等は実施設計や工事監理業務

まで手掛けたが、工事完了後、クレームが発生した。港

北では基本設計で業務は完了し、実施設計や工事監理は

行わなかった。このためか、工事完了後、私には一切ク

レームが来なかった。
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